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１．開会 

○小川課長 



 それでは、定刻になりましたので、ただ今より、総合資源エネルギー調査会、新エネル

ギー小委員会と電力・ガス基本政策小委員会の下の系統ワーキンググループ第 45回を開催

いたします。 

 本日はご多忙のところご出席いただき、ありがとうございます。本日のワーキンググル

ープもオンラインでの開催といたします。 

 本日は委員全員にご出席いただいております。また、オブザーバーとして関係業界など

からもご参加いただいております。 

 毎回のことでありますけれども、委員の先生方におかれましては、可能であればワーキ

ンググループ中、ビデオをオンの状態でご審議いただきますようお願いいたします。 

 また、ご発言の時以外はマイクをミュートの状態にしていただけますようお願いします。

ご発言をご希望の際にはミュートを解除の上、ご自身の手を挙げて声を掛けていただき、

あるいは必要な場合にはメッセージをお送りいただきまして、座長からのご指名をお待ち

いただきますようお願いいたします。 

 続きまして、議事に入ります。以後の進行につきましては、荻本座長にお願いいたしま

す。 

 

２．議事 

 

○荻本座長 

 それでは本日の議事に入りたいと思います。本日は、再生可能エネルギー出力制御の長

期見通しについて、それから系統連系に関する各地域の個別課題についての２つの議題を

予定しております。 

 まず、最初の議題、再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて、事務局から資

料１のご説明をお願いいたします。 

 

【資料１】再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて［事務局］ 

○小川課長 

 それでは、資料１、再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについてをご覧ください。 

 まず、冒頭、私のほうから簡単に内容説明の後、各社よりご報告いただきたいと思いま

す。 

 今映っていますスライド２ページ目になりますけれども、再エネ出力制御の長期見通し、

事業者の予見性を高める観点から、本ワーキングにおいて試算結果を公表してきておりま

す。 

 今回、最新の値を基に試算を行ったというところでありまして、その際、後ほど昨年の

ご議論を踏まえまして、今回は連系線の活用について、初めての試みになりますけれども、

受電エリアの受電可能量を考慮した算定というのを試行的に行っております。 



 これは毎回でありますけれども、ここでの出力制御の見通しはあくまでも試算値であり

まして、一定の仮定、前提を踏まえて各社において試算いただいたものになりますので、

実際には特に長期の見通しといった時には、需要、電源の状況などによって変動するとい

うところであります。 

 具体的な算定の考え方というところで言いますと、まず次のスライドのところにありま

すけれども、昨年の 11月、本ワーキングにおいてご議論いただいた点、下に表で諸元をま

とめてありますけれども、過去３年間の平均値を用いているといったところ、それから電

源ごとのいろいろな条件をここに記したところであります。 

 また、受電可能量、今回初めてのトライアルというところにつきましては次の４スライ

ド目にありまして、後ほど各社よりご説明いただく予定であります。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、北海道電力ネットワークから資料２－１のご説

明をお願いいたします。 

 

【資料２－１】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北海道電力ネ

ットワーク］ 

○木元オブザーバー 

 北海道電力ネットワークの木元でございます。それでは、資料に基づきましてご説明さ

せていただきます。 

 まず２スライドになります。ここでは算定の前提条件ですとか考え方を整理してござい

ますが、昨年と同じですので、詳細な説明は省略させていただきます。 

 それから、次に３スライドに算定の流れを記載してございますが、４スライド以降に各

ステップの具体的な想定を記載してございます。 

 ４スライドをお願いいたします。４スライド以降に各ステップの具体的な想定を記載し

てございます。ステップ１は検討断面の想定ですけれども、１年間 8,760 時間を３年分検

討するということにしてございます。先ほどお話もございましたけれども、今年度、2019

年度から 2021年度が対象ということになってございます。 

 ステップ２の需要想定につきましては、３年間の北海道エリアの需要実績を使用してお

ります。 

 ステップ３は再エネの出力想定になりまして、太陽光、風力とも各年度の発電実績に将

来の設備量の増加を考慮して、将来の拡大時の出力を想定してございます。 

 ６スライドをお願いいたします。６スライド目が一般水力、それから次の７スライド目

が原子力と地熱、それから８スライド目がバイオマスの想定ということになってございま

すけれども、基本的に 30カ年の平均ということで、昨年から変わっていないということに

なってございます。 



 それでは、９スライド目をお願いいたします。９スライド目以降が優先給電ルールによ

る回避措置ということになります。火力につきましては、需給調整ですとか電圧の維持を

考慮した上での最低限の出力としております。 

 続きまして 10スライド目ですけれども、こちらが揚水式水力と系統用蓄電池による回避

措置の記載ということで、ｋＷとｋＷｈの制約を考慮しております。これも前回同様とい

うことになります。 

 11 スライドをお願いいたします。会社間連系線の活用について記載してございます。算

定に当たりましてはマージンを考慮した連系線の容量を 100％活用できる場合と、あと

０％で活用できない、この２ケースで検討してございます。 

 13 スライドに全体の算定条件をまとめてございますけれども、ご説明いたしましたよう

に、基本的には昨年度と大きな変更はございません。 

 続きまして、15 スライドをお願いいたします。下のほうに将来の再エネ導入量の想定方

法を記載してございます。2022 年９月時点の導入実績、これに将来の連系拡大量を加味し

て、将来の再エネの設備量を想定してございます。拡大量といたしましては、供給計画に

おける 2031年度までの拡大量をケース①としておりまして、その 1.5倍を想定したものを

ケース②としてございます。２ケースについて検討してございます。 

 その下の参考のところに具体的な数字を記載してございますけれども、特に 2031年度の

風力連系量 240 万ｋＷと記載してございますけれども、昨年度、2030 年度で 178 万ｋＷと

してございましたので、この想定が大きく増加しているということでございます。 

 17スライドをお願いいたします。17スライドが出力制御見通しの試算結果ということで

ございます。上の表の上段が連系線を活用できない場合の出力制御された割合、下段が

100％活用できたケースの数字ということになってございます。将来の再エネの連系拡大

によりまして、出力制御の割合がかなり大きな数字となってございますけれども、連系線

の活用によりまして、いずれのケースも２割程度出力制御が減少するという結果になって

ございます。 

 なお、先ほどご説明しましたように、再エネ導入量の見通しが増えているという影響も

ございまして、昨年度のご説明よりも出力制御の見通しが増加しているということでござ

います。 

 参考といたしまして、連系線活用量が受電会社の受電可能量を考慮したケースを記載し

てございますけれども、連系線の活用量が大きいということで、100％のケースの数字に

近い値ということになってございます。 

 次、21スライドをお願いいたします。21スライドが出力制御の低減策実施時の試算結果

となってございます。蓄電池導入のケースは、基本ケースとほぼ同じ数字ということにな

ってございます。これは年間を通じて揚水も活用した上でｋＷｈとしての作業量が乏しく

なっているということが理由と考えてございます。一方、火力の最低出力を引き下げた場

合には、下げしろに余力が出てくるということで、出力制御が緩和される結果になったも



のと想定しております。 

 22 ページをお願いいたします。22 ページが連系線増強を考慮したケースとなります。

新々北本 30万ｋＷと北海道東京間ＨＶＤＣ新設 400万ｋＷ、計 430万ｋＷを考慮したケー

スを試算してございます。 

 次のページに試算結果を示してございまして、50％活用ケースですと多少出力制御が残

るということになってございますけれども、100％活用ケースでは出力制御は発生しない

という結果を得られております。 

 以上、北海道からの説明となります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、東北電力ネットワークからお願いいたします。 

 

【資料２－２】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東北電力ネッ

トワーク］ 

○菊池オブザーバー 

 東北電力ネットワークの菊池でございます。弊社の資料につきましては、先ほどの北海

道様とかなり重複するところがございますので、ポイントを絞ってご説明させていただけ

ればと思っております。 

 まず３ページをご覧いただきたいと思います。算定の条件の一覧表をここに整理しまし

た。昨年と今回の差につきましては、基本的に設備容量の更新による見直しであり、大き

な諸元の変化はございません。 

 続いて４ページをご覧いただきたいと思います。これは出力制御見通し算定プロセスの

フロー図ということで、先ほど北海道様からもございましたが、ここに記載のステップ１

～４の検討断面等の設定から、ステップ５の優先給電ルールに基づく需給解析を行いまし

て、出力制御見通しの算定を行います。５ページ以降にそれぞれの詳細を書いております。 

 18 ページをご覧いただきたいと思います。今回の太陽光と風力の導入量の想定でござい

ますが、北海道様からご説明ありましたが、まず 2022 年９月時点から 2031 年度までの伸

びを考慮したものを①のケースとしており、2022 年度供給計画の最終年度である 1,573 万

ｋＷとしております。また、もう少し再エネ導入拡大ということで、①のケースの増加量

の 1.5倍である 1,973万ｋＷで太陽光を想定する、②のケースがあります。 

 19 ページには、風力の導入総定量が記載しておりまして、①のケースで 446 万ｋＷ、②

のケースで 576万ｋＷと、それぞれのケースを検討しております。 

 続いて 20ページをご覧いただきたいと思います。これが太陽光、風力の出力制御の見通

しの算定結果ということになります。上の表の上段が連系線を活用できなかった場合、下

段が 100％連系線を活用できた場合ということでありまして、連系線の活用によりまして

いずれも 15～20％程度の出力制御率を緩和できるという結果になっております。 

 また、先ほど北海道様からご説明ありましたが、下の表は受電可能量を考慮した場合と



なります。ここで、上の表は３カ年の平均値でございますが、下の表は 2021年度算定結果

ということになっております。21 ページに記載の 2021 年度のケース①の連系線活用量

100%ケースが、出力制御率 45.5%に対して、20 ページの受電可能量を考慮した算定では出

力制御率 48％程度でございましたので、東北の場合も連系線が受電可能量を活用できた場

合と 100％の場合で、ほぼ近い値ということで評価しております。 

 やはり東北も同じように昨年度と比較しますと、再エネ、特に太陽光の連系量が拡大し

ているということでございまして、需要に対する再エネ比率が高まったということもござ

いますので、出力制御率が大きな数字になっているということでございます。 

 21～23 ページが各年度の単年度ごとの評価になっております。なお、ここの評価につき

ましては、連系線は現在建設中の東北東京間の第２連系線を考慮していない算定結果にな

っておりますので、その点はご留意いただきたいと思います。 

 続いて、飛んでいただいて 24ページをご覧いただきたいと思います。出力制御低減策と

いうことでございまして、これも北海道様からご説明ありましたが、１つ目が需要対策と

いうことで、最小需要の 10％の蓄電池を６時間容量分導入した場合、それから供給対策と

いうことで火力の最低出力を低減した場合、それから次のページで連系線を増強した場合

について検討しております。25 ページが連系線の活用状況ということで、この連系線の増

強というのが、先ほどご説明しました東北東京間の第２連系線を考慮した断面を想定して

いるということでございます。 

 26 ページをご覧いただきたいと思います。再エネ導入量につきまして、先ほど２つのケ

ースでお示ししたうちの再エネ導入量が大きい②のケースで検討してございます。出力制

御率低減効果としましては、蓄電池を入れた場合には５％程度、火力の出力を下げた場合

には 13％程度低減するという結果になってございます。また、連系線増強分を 100％活用

した場合につきましては、40％程度低減しまして、11.2％まで低減効果があります。 

 弊社管内で比べますと、風力が多いということがございまして、太陽光のように昼間帯

で発電するというわけではございませんので、１日を通して再エネ制御量を低減可能な系

統対策、および火力の最低出力低減策の効果が大きくなるというような結果になってござ

います。 

 東北電力ネットワークからの説明は以上のとおりです。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして東京電力パワーグリッドから資料２－

３に基づき説明をお願いいたします。 

 

【資料２－３】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東京電力パワ

ーグリッド］ 

○岸オブザーバー 

 東電パワーグリッドの岸でございます。それでは、資料２－３に従いまして、再エネ出



力制御見通しの試算結果についてご説明いたします。 

 まず、2 スラから 18 スラにつきましては、出力制御見通しの考え方や、算定の諸条件の

ため、ここは大きな違いはございませんので、説明は割愛いたします。 

 ちょっと飛びますけれども、19 スライドまでお願いいたします。足元の太陽光の導入量

につきましては、1795 万ｋＷ、風力が 43 万ｋＷです。供給ベースのケース①につきまし

ては、太陽光が 2090万ｋＷ、風力が 421万ｋＷの導入を想定しております。 

 また、ケース②につきましては、太陽光が 2238万ｋＷ、風力が 610万ｋＷの導入を想定

しております。 

 続いて 20スラをご覧ください。以降が試算結果です。年度ごとに試算した結果の３カ年

平均と受電可能量を考慮した試算結果の両方を載せております。 

 まず３カ年平均のケース①、ケース②の試算結果についてはご覧の表のとおりでござい

ます。昨年からの大きな変化はございません。また、後に出てくる 23 スラに 2021 年度の

連系線活用を見込まない場合と、それからここに載っている受電可能量を考慮した場合の

制御率を比較しますと、制御率につきましてはいずれも 2.1％と変わらずで、他方、制御

時間はわずかに減少する結果となっております。 

 以降、21スラから 22、23スラにつきましては、年度ごとの試算結果です。 

 22スラをご覧ください。2020年度の結果でございますが、新型コロナの感染拡大に伴い

まして、こちら初めて緊急事態宣言が発令された年ですので、需要実績も低かったことか

ら、３カ年の中でも一番制御率が高い結果となっております。 

 続いて 24 スラをご覧ください。今年度は新たに需要対策といたしまして、277 万ｋＷ、

６時間容量の蓄電池を導入したケースと、供給対策といたしまして、火力電源等の最低出

力を 513.8万ｋＷ下げたケースの両方について試算を行いました。その結果が 25スラにな

っております。 

 2021 年度におきましては、蓄電池導入のケースは、太陽光、それから風力の合成の出力

制御率が 3.4％から 2.9％に低減され、火力電源の最低出力を下げたケースにおきましては、

余剰がそもそも生じず、出力制御不要という形の結果となりました。これにつきましては、

火力電源の最低出力を下げたほうが夜間含めてアワー面での効果が大きくて、出力抑制量

の低減に寄与したものと考えております。 

 東京電力パワーグリッドから説明は以上になります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして中部電力パワーグリッドから資料２－

４の説明をお願いします。 

 

【資料２－４】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中部電力パワ

ーグリッド］ 

○中谷オブザーバー 



 中部電力パワーグリッドの中谷でございます。それでは、算定結果についてご説明させ

ていただきます。先に説明された会社様と重複するところがございますので、ポイントを

絞って説明させていただければと思います。 

 まず３スライド目をご覧ください。こちらには出力制御見通しの算定条件を示しており

ます。各発電出力は過去 3 カ年の平均等の実績、それから発電事業者様との協議結果に基

づく利用率等から出力を想定。 

 また、回避措置として、電源Ⅰ、Ⅱ火力については、最低限、それから電源Ⅲにつきま

しては発電事業者様との協議結果を反映しております。 

 それから、揚水式の発電所につきましては、点検等において１台停止を除いて最大限の

活用を考慮していると。 

 それから、地域間連系線の活用につきましては、東京電力さんと同様に０として算定し

ております。 

 それでは、かなり飛びまして 16ページまでお願いいたします。こちらで太陽光、それか

ら風力発電設備の導入量の想定を示してございます。2022 年度の供給計画におきまして、

太陽光は 2031 年度が 1188 万ｋＷ、昨年９月よりも 123 万ｋＷの増加となります。また、

風力につきましては、2031 年度が 61 万ｋＷということで、昨年９月よりも 23 万ｋＷの増

加。それぞれの増加量の１倍、それから 1.5 倍の２ケースで出力制御見通しの算出を行い

ました。 

 次のスライドをご覧ください。出力制御見通しの算定結果になります。2019 年度から

2021 年度、３カ年平均の算定結果として、太陽光、風力の合計制御量はケース①では

3.3％、ケース②では 3.7％になっております。昨年の想定では、それぞれ 3.4、4.3 とい

うことで若干減少しておりますけれども、この影響としては算定年度を変更したこと、そ

れからバイオマスの出力が減少したこと、太陽光設備を見直ししたということが主な要因

と考えております。 

 それから、受電会社の受電可能量を考慮した出力制御見通しの算定結果につきましては、

2021 年度のみ算定しておりまして、太陽光、風力の合計制御率は 2.4％ということでござ

います。 

 次のスライドに、2021 年度の連系線０％の制御見通しを記載しております。太陽光、風

力の制御率としては変わらずということになっています。これにつきましては、当社が出

力制御を行っている断面においては、他のエリアにおいても受電する余力が小さいという

ことで、制御率が変わらない結果となっています。 

 続いて 21スライドをご覧ください。出力低減策の算定でございますけれども、蓄電池の

導入と火力、バイオマスの最低出力の引き下げを行った場合の制御見通しについて算出し

ております。結果が次のスライドになります。 

 次のスライドをお願いいたします。低減策の適用時につきましては、2021 年度のみ算定

を行っておりまして、ケース②の基本ケースは太陽光、風力の合計制御率が 2.8％、これ



に対して蓄電池導入ケースが 1.6％、最低出力の引き下げケースが 1.8％という結果でござ

いました。当社の場合、風力の導入見通しが小さいものですから、蓄電池を導入した場合

に、昼間帯に充電をして、太陽光が発電しない時間帯で放電するということができるので、

制御率が低減しているものと考えております。 

 当社からの説明は以上になります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、北陸電力送配電から資料２－５の説明をお願い

します。 

 

【資料２－５】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北陸電力送配

電］ 

○山下オブザーバー 

 北陸電力送配電の山下です。それでは、早速説明させていただきます。 

 まず、３スライド目をお願いします。記載の表のとおり、今回の算定における太陽光発

電、風力発電の導入量は、足元の導入量から 2022年度供給計画値までの増分に基づき、ケ

ース①をその増分の１倍、ケース②を 1.5 倍として設定しております。具体的にはケース

①では太陽光は 30 万ｋＷ増の 150 万ｋＷ、風力発電は 150 万ｋＷ増の 1670 万ｋＷとなっ

ております。 

 続きまして、５スライド目をお願いします。算定諸元を整理した表を記載しております。

昨年度からの主な変更点は、需要および太陽光、風力の変動データを３カ年ずらした実績

置き換えとなっております。 

 続きまして、17 スライド目をお願いします。今回の算定結果をまとめております。連系

線活用量が０％、０万ｋＷの算定結果は、ケース①で制御率 54％、制御時間 5,816 時間、

ケース②で制御率 61.6％、制御時間 6,615 時間となりました。また、連系線活用量が

100％、1670万ｋＷの算定結果はケース①で制御率 2.1％、制御時間 270時間、ケース②で

制御率 3.8％、制御時間 466 時間となりました。今回の算定結果は、昨年と比較して風力

発電に対する制御量が増加しております。これは昨年度計算条件から風力の導入量の想定

が 86 万ｋＷ、これは去年の算定の数字ですけれども、ことしの算定結果は 1670 万ｋＷと

大幅に増加したことによるものと考えております。 

 連系線活用を受電可能なエリアの下げしろを考慮して参考に算定した結果も下表に示し

ております。ケース①では制御率 20.5％、制御時間 3,706 時間となりました。連系線活用

量０％の算定結果と比較して、制御率は約６割の低減、制御時間は４割弱の低減を確認す

ることができました。 

 21 スライド目をお願いします。昨年度同様に出力制御低減策を実施した場合の出力制御

見通しを算定いたしました。算定は 2021 年度の実績データを用いて、連系線活用量 100％、

1670万ｋＷのケースの条件で実施しております。その結果を 22スライド目で示します。 



 需要対策である蓄電池導入では、制御率 3.6％、供給対策である火力の最低出力引き下

げでは制御率 2.9％という算定結果となりました。共に一定の低減効果を確認しておりま

す。定性的には各社さんから説明されたように、最低出力引き下げのほうがアワーとして

抑制する断面を減らすことができるということと考えております。 

 以上で北陸電力送配電の説明を終わります。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、関西電力送配電から資料２－６の説明をお願い

いたします。 

 

【資料２－６】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［関西電力送配

電］ 

○永原オブザーバー 

 関西電力送配電、永原でございます。関西につきましても、考え方については他エリア

と同様でございますので、ずっと飛ばしていただきまして、資料 18スライドをお願いいた

します。こちらが太陽光と風力の導入見通しになっておりまして、太陽光につきましては

記載にありますように 2031 年度で 11,160,000ｋＷがケース①、ケース②はこのように設

定しております。風力は右に記載のとおりでございます。 

 次のスライドをお願いいたします。先ほどの前提で３カ年の制御見通しを平均したもの

を表示しておりますけれども、関西につきましては前回の算定よりも太陽光の連系見通し

の量が増えたということもございまして、ケース①については前回 0.5％だったものが、

今回の算定では 2.4％になってございます。ケース②については 0.6％が 4.0％となってご

ざいます。 

 それから、下のほうに参考ということで、連系線活用のケースを算定しております。関

西の場合は他エリアでの受電がほぼないということもございまして、後ほど付けておりま

す 2021年度の制御率 2.1％とここでの算定結果 2.1％、ほぼ同じ値となってございます。 

 続きまして、23 スライドをお願いいたします。こちらは蓄電池を導入したケースと火力

の最低出力を引き下げたケースでございます。まずケース②、標準ケースで 3.8％のとこ

ろ、蓄電池導入ケースでは 3.4％、それから火力の最低出力を下げた場合は 0.6％となって

ございます。②ａと②ｂのケースの差分につきましては、まず②ｂのほうがｋＷ量が少し

大きいということと、②ａのほう、蓄電池でございますので、６時間の容量になっている

ということもありまして、②ｂのほうが出力制御を減らす効果が大きいというような算定

結果になってございます。 

 併せて関西のほうから２点報告させていただきたいと思います。24 スライドをお願いし

ます。関西エリアにつきましては、21 年 10 月の系統ワーキングのほうで出力制御のシス

テムの構築に取り組んでいくというふうなご説明をさせていただきました。現状、それに

基づきまして 23年９月末のシステム完成に向けて準備を進めてございます。それとともに



下のほうに記載しておりますように、ＰＣＳの切り替え等について発電事業者様へのご説

明等を進めてまいっております。 

 続きまして、25 スライドをお願いいたします。こちらは前回、１年前の同じ供給見通し

の試算におきまして、弊社のほうでの太陽光発電の接続量の誤りがございましたのと、出

力制御率の計算におきまして、今年度計算するに当たりまして算定式を再確認しておりま

したところ、誤りが見つかったということで、訂正させていただきたいというものでござ

います。赤字部分が修正箇所になっておりまして、25 スライド以降に添付しております。

申し訳ございません。訂正させていただきます。 

 関西から以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、中国電力ネットワークから資料２－７の説明を

お願いいたします。 

 

【資料２－７】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中国電力ネッ

トワーク］ 

○松永オブザーバー 

 中国電力ネットワークの松永でございます。それでは、私からの説明もかいつまんで説

明させていただきたいと思います。 

 資料の 15ページをお願いいたします。当社は立地的に、九州・四国・関西エリアに挟ま

れている中継エリアというところでございます。そのため、連系線の活用につきましては、

中国・関西エリアの間の連系線の運用容量に対して、九州・四国エリアからの送電可能量

を考慮した残りの容量を、中国エリアの連系線活用量として算定しております。 

 続きまして、その２つスライド後の 17スライドをお願いします。中国エリアの太陽光の

導入の見通しでございます。足元の導入量は 644 万ｋＷで、10 年後にはご覧のとおり 916

万ｋＷ、あるいは 1052万ｋＷの導入を想定しております。 

 次のスライドをお願いします。続きまして、風力の導入の見通しでございますが、足元

の導入量は 35万ｋＷで、10年後は 145万ｋＷ、200万ｋＷの導入を想定しております。太

陽光の導入見通しと比較しますと、風力のほうは比較的少ないことが中国エリアの想定で

ございます。 

 それでは、算定結果ということで 20スライドをお願いします。ここで出力制御の見通し

の算定結果を記載しております。連系線を活用しない「０％」の場合の出力制御率は、ケ

ース①で 51.1％、ケース②で 55.7％との結果です。連系線の活用を「100％」とした場合

は、ご覧のとおりとなっておりまして、昨年度報告した算定値から、いずれのケースの出

力制御率も 10ポイント程度大きくなっているというところでございます。これは算定条件

となっております再エネの導入量が増加したことによるものでございます。 

 スライド下部の表には、受電会社の受電可能量を考慮した算定結果を記載しております。



ご覧のとおり出力制御率は 23.2％になっておりまして、この時の連系線の活用量は、60％

程度と考えております。 

 続きまして、24 ページをお願いします。これは出力制御量の低減策として、蓄電池の導

入と火力、バイオマスの最低出力を下げた場合を想定した算定結果でございます。各算定

のベースとするケース②に比べまして、蓄電池を導入した場合の出力制御率は 19.5％とい

うことで、６ポイント程度低減しております。これは先ほど説明しましたように、風力の

導入量に比べて太陽光の導入量が大きいということで、蓄電池を昼間に充電して、それ以

外の時間帯で放電するという効果が一定程度見込めるという結果でございます。 

 また、火力あるいはバイオマスの最低出力を引き下げた場合の出力制御率は、ベースケ

ースに比べまして 12ポイント程度低減しております。これは中国エリアでは、電源Ⅲの事

業者が多く、その事業者の最低出力の引き下げがなかなか進んでいないという実情と考え

ております。電源Ⅲ最低出力の現状は、40％程度でございまして、これを 20％まで低減で

きれば、出力制御率が 12ポイント低減可能という算定結果でございます。当社としまして

は、この結果をふまえ、電源Ⅲ事業者へ訪問する機会を捉えまして、最低出力の引き下げ

の必要性等について丁寧にご説明し、事業者のご理解を頂こうと考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、四国電力送配電から資料２－８の説明をお願い

します。 

 

【資料２－８】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［四国電力送配

電］ 

○長谷川オブザーバー 

 四国電力送配電の長谷川です。それでは、資料２－８につきまして説明いたします。 

 まず、16 スライドまでお願いいたします。まず、太陽光の導入量想定ですが、足元の

323 万ｋＷに 2031 年の導入量程度ということで 100 万ｋＷをケース①、ケース②としまし

てその 1.5倍の増の 1500万ｋＷを想定しております。 

 続きまして、17スライドをお願いいたします。風力につきましては、ケース①が足元 31

万ｋＷに増分 50 万ｋＷ、ケース②が増分 75 万ｋＷというふうに想定して、今回シミュレ

ーションを行っております。 

 続きまして結果ですが、19 スライドをお願いいたします。３カ年平均の見通しですが、

まず上の表ですが、連系線活用量０％と 100％としておりまして、０％が０万ｋＷ、100％

が 1800 万ｋＷというふうに活用量 100％は多くなっております。結果につきまして、ケー

ス①の０％は 38.6％、活用量 100％は 1.3％というふうになっております。また、ケース

②につきましては０％で 42.3％、100％で 2.8％というような結果となっております。 

 その下の参考ですが、連系線活用量につきまして受電会社様の受電可能量を考慮した場



合ですが、ケース①で 26.7％ということで、どちらかというと０％寄りの結果となってお

ります。 

 続きまして、23 スライドをお願いいたします。追加ケースですが、これにつきましてケ

ース②をベースといたしまして、また連系線活用量は 100％としております。ベースが

2.8％に対しまして蓄電池導入のケース②－ａの例につきましては 1.6％、最低出力引き下

げのケース②－ｂにつきましては 2.3％となっております。ケース②－ａにつきましては

1.2 ポイント減少しておりますが、ケース②－ｂのほうは 0.5 ポイントということで、減

少量は少なくなっております。これにつきましては、四国エリアは最低出力の高いものが

あまりないということで、ここを引き下げの効果は少ないというふうになっております。 

 四国からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、九州電力送配電から資料２－９の説明をお願い

します。 

 

【資料２－９】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［九州電力送配

電］ 

○緒方オブザーバー 

 では、九州電力送配電の緒方でございます。では、弊社もポイントだけご説明したいと

存じます。 

 スライド５をご覧ください。昨年度の算定条件の比較になります。昨年からは地熱およ

びバイオマスが若干減少しておりますが、算定結果に大きく影響するような大きな計画変

更はない状況でございます。 

 それでは、次にだいぶ飛びましてスライド 18をご覧ください。今回の試算ケースでござ

いますけれども、再エネ導入量としまして 2022 年供給計画におけます 2031 年度の導入量

の想定分およびそれの増分の 1.5倍のケース①と②を想定してございます。 

 では、次のスライド 19 をご覧ください。2019 年から 21 年までの実績の３カ年平均を基

に、連系線活用量の０％および 100％で出力制御見通しを算定したものでございます。連

系線活用量 100％の場合でケース①の場合に 23％、ケース②の場合に 29％の制御率となり

ました。 

 その下に受電会社様の受電可能量を考慮したケース、これはケース①での試算になりま

すけれども、制御率が 38％となりまして、上表におけます０％と 100％活用時のほぼ中間

ぐらいに落ち着く結果となりました。 

 スライド 26をご覧ください。続きまして、出力制御率低減方策としまして、ケース②を

基本ケースとしまして、蓄電池導入、火力、バイオマス最低出力引き下げ、連系線増強の

効果を試算いたしました。 

 まず、蓄電池導入でございますけれども、基本ケースが 26％であるのに対しまして制御



率が 20％と低減効果が約２割、次に最低出力引き下げで 23％、連系線増強のプラス 50％

で制御率 15％、プラス 100％で制御率９％となってございます。 

 ②ｂの最低出力引き下げの影響が一番小さくなっているのは、弊社の中で最低出力の引

き下げが進んでいる分の効果かなと存じます。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、沖縄電力から資料２－10 の説明をお願いします。 

 

【資料２－１０】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［沖縄電力］

○大城オブザーバー 

 沖縄電力の大城でございます。弊社の再エネ出力制御見通しの算定結果についてご説明

いたします。 

 ２ページの算定の基本的考え方や算定手法については、他社様と同様ですので割愛いた

します。 

 ３ページをお願いいたします。昨年度との算定条件の比較でございます。実績の採用年

度以外の変更点はございません。 

 ４ページから 11ページにそれぞれの条件を掲載しております。 

 12 ページをお願いいたします。無制限、無保証ルールにおける出力制御見通しの算定結

果について、２つのケースについて算定しております。グラフの左の足元の導入量に対し

て、2031年度の想定接続量はケース①で太陽光が 43.6万ｋＷ、風力が 1.3万ｋＷの計 44.9

万ｋＷとなっております。また、足元の導入量から 2031年度の想定接続量までの増加分を

1.5倍した値を足元の導入量に追加したケース②、47.9万ｋＷとして算定しております。 

 13 ページをお願いいたします。2019 年度から 2021 年度の昨年度の結果を平均した見通

しでございます。太陽光プラス風力の算定結果としては、ケース①では制御率 0.74％、制

御時間が 23 時間の見通しとなっており、ケース②では制御率 1.13％、制御時間が 38 時間

となっております。前年度と比較した場合、2019年度から 2021年度の３カ年のうち、2021

年度は需要が高い影響で制御率が減少したため、３カ年平均値も減少しております。 

 14ページから 16ページに昨年度の算定結果を掲載しております。 

 17 ページをお願いいたします。出力制御低減策として、表の前提条件の下、ケース②に

おける見通しについて算定を行っております。 

 19 ページをお願いいたします。ケース②－ａの蓄電池導入対策の場合とケース②－ｂの

火力、バイオマスの最低出力引き下げの場合、制御率は０％となり、制御は達成しており

ません。弊社エリアでは制御量がそれほど大きくないため、昨年度の各対策を実施した場

合を効果が確認できております。 

 弊社からの報告は以上となります。 

○荻本座長 



 ありがとうございました。それでは、再度事務局から資料１および参考資料１のご説明

をお願いします。 

 

【資料１】再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて［事務局］ 

○小川課長 

 それでは、資料１に戻りまして、まず前提条件と記しています８スライド目になります。

今回各社のご説明の中にもありました再エネ導入量のところ、ここにまとめて記しており

ます。例えば一番上にありました太陽光というところで、トータル合計で言いますと約

6800 万ｋＷ、これは足元の数字、それに対してケース①、②と２段プラスが書いてありま

す。①というのが今足元の伸び率をそのまま伸ばした時、②というのが 1.5 倍にしたもの

というものになります。 

 このトータルの数字のイメージで言いますと、ケース①、今の伸び率をそのまま引き延

ばしたものというのがエネルギーミックスよりもちょっと低い９割程度ぐらいの数字、一

方でケース②、伸び率 1.5 倍はほぼエネルギーミックスの数字というものになっておりま

す。風力の場合には少しミックスをむしろ上回るぐらいの数字の規模感になっているとい

うものであります。 

 そういった前提の基に、各社に今回試算いただきまして、全体をまとめましたのが次の

９ページになります。この９ページの赤枠で囲っているところが各社ケース②であります

ので、さっきで言いますとミックスの規模の再エネが入ってきているところというところ

であります。これをベースにしまして、対策、上の青の枠囲いに書いてありますけれども、

需要で言いますと各エリア最低需要の 10％分蓄電池、実際には別に蓄電池に限らないわけ

ですけれども、感度分析のためということで、10％分蓄電池と仮定した場合にどうなるか。

まずこれが需要対策になります。 

 これはエリアによってどれぐらい効いてくるかというのが異なっておりまして、大きい

ところで言いますと東北、中国、九州というところで５～６％下がっております。エリア

においてはあまり大きな差は出ていないというのが需要対策であります。 

 続きまして、供給対策になります。こちらは火力の最低出力を引き下げた場合というと

ころで、先ほどご説明にもありました大きく出ているところ、効果が出ているところでは

北海道、東北、さらには中国というところ、先ほど九州さんからは既にエリア内の最低出

力はかなり下がっているのでというところで、供給対策の効果はあまり出ていないという

お話がありました。 

 系統対策については、北海道、東北、それから九州というところで、特に北海道ではそ

の効果が大きく出ているところであります。 

 続きまして、10 スライド目になります。こちら受電会社の受電可能量を考慮したものと

いうところであります。これは上のほうに出力制御率の数字が並んでおります。受電可能

量というのを考慮した場合の数字というのが３段目に並んでおります。すぐ上の連系線活



用量 100％というのと大きく差が出てくるのが、ここで言いますと例えば北陸、あるいは

四国、中国においても 10％ぐらい差が出てくる。こういったエリアにおいては連系線でど

れぐらい外に送れるかというのが出力制御率に大きく影響してくるというのが見て取れる

かと思います。 

 以上が出力制御率のところですけれども、参考ということで最後のスライドですけれど

も、足元の数字でありますが、22 年度、今年度、あともう少しで終わりですけれども、22

年度、九州以外の各エリアで出力制御が生じまして、先週末におきましてもここで言いま

すと東北、中国、四国、九州、さらには沖縄でも出力制御が生じている。かなり暖かかっ

たというところで、需要も落ちている中での出力制御というのが足元の状況になります。 

 あともう一つ、参考資料のほうは取り組みというところでありますので、中身のご説明

は本日時間も限られておりますので、ご説明は割愛したいと思います。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、議題１について、事務局および電力会社からの説

明を踏まえましてご議論いただければと思います。ご意見、ご質問等ありましたら、ミュ

ートを解除の上、ご自身の手を挙げて、またお声を掛けていただきますようお願いいたし

ます。必要な場合はメッセージもお使いください。よろしくお願いします。 

 まずは委員のほうからお願いします。岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 ご説明ありがとうございました。今回、これまでの４社、５社だけではなくて、全ての

エリアで抑制が起こる可能性が出てきたということなのかなと思って伺っておりました。

その場合に難しいのが連系線の活用の話で、100％活用できるとは限らないのだなという

ことが今回、受電可能量を考慮した場合の出力制御率という新しく試算された数字に反映

されているのかと思いました。 

 これが少しよく分からなくて、事務局資料の９ページの話で、北海道、東北と九州はマ

スプラの地域間連系線が増強されたらどうなるという数字があるわけですが、その増強結

果と 10ページの連系線の活用率というのがリンクしているのかどうかという話ですね。増

強された上で受電可能量が考慮されているのかどうかで、また話が少し違ってくるなと思

って聞いておりました。 

 もう一つ、10 ページの下のほうの活用率のところがいまひとつよく分かっていないのだ

と思うのですけれども、これはそれぞれ順方向と逆方向で使われている時間があって、そ

れぞれの中での平均的な活用率ということかなと思ったのですけれども、まずそれで合っ

ていますよねと。であれば上で言っていたこれまでの連系線活用量 100％というのは、全

ての時間 100％使えるという意味ではなくて、ある限られた時間だけ 100％使えるという想

定だったのですかというのが質問ポイントです。 

 ここの数字が大事だと思うのは、この数字だけ見ると連系線を増強しても、相手方の受



電可能量が制約になって、結局全部使えないんであれば、増強したところで再エネの抑制

率は下がらないということにならないだろうかというのが思ったことでした。私の言って

いることが正しいかどうか教えていただきたいと思います。 

 まずここまでです。以上です。 

○荻本座長 

 なかなか難しいところですが、まず事務局から一言頂けますでしょうか。それから必要

に応じて各社さんからお願いしたいと思います。 

○小川課長 

 岩船先生、ありがとうございました。ご説明が不十分でありました点をおわび申し上げ

ます。 

 まずお尋ねの 10ページの受電可能量を考慮したといった場合、ここで言いますのは連系

線活用量と書いてある時には、前の９ページ、紛らわしいですけれども、ここでの系統対

策というマスプラの中間整理の増強というのはむしろ入っていないものになります。そう

いった意味では、９ページというのはいろいろな対策を講じた場合の数字を見ております。

10ページはそういった対策が入っていない段階、細かく言いますと、10ページは表の左上

に書いてあります各社ケースの①、伸び率が 1.1 倍です。一方で９ページは各社ケース②、

伸び率 1.5 倍というところで、そこは非常に紛らわしくて申し訳ないのですが、10 ページ

のところは各社ケース①、ベースのところでやったというものになります。 

 その上で先生からご指摘ありましたとおり、９ページにあるような対策、今ここでは系

統対策、連系線増強するとかなり大きな低減効果があるけれども、10 ページにあるような

受電可能量というのを考慮したら、ここの数字が変わってくる、もっと小さくなるのでは

ないか。それはおっしゃるとおりであります。 

 今回初めての試みで、いろいろなケースを基に受電可能量というところはそこまででき

ておりませんで、単一の１つのケースを基にやってみたというところではありますけれど

も、今後、次年度以降についてはどういうものをベースにやっていくかというのはまた検

討していきたいと思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。これは各エリアで特殊な条件はなく、今のご説明で全体だと

いうことでよろしいですか。 

○小川課長 

 そうですね。あともう一つ、連系線の 100％というのが特別な時間帯かどうかという話

もありました。基本算定方法で言いますと、24 時間 365 日を取っておりますけれども、そ

のどの時間帯においても 100％の場合には 100％使える前提で出力制御が起きるのか起きな

いのかといった形で算定いただいております。 

○荻本座長 



 ありがとうございました。岩船委員、よろしいでしょうか。 

○岩船委員 

 ありがとうございました。今まだ初めての数字ということで、もう少し精査が必要なの

かもしれないのですけれども、何となくマスタープランで送電線を増強すると、再エネの

出力抑制が減るというシナリオと何となく感覚的に合わないなというところがありました

ので、その辺りぜひ全体のバランスと連系線の効果がしっかり分かるように。その上で受

電可能量の制約があるならあるで、ストーリーが整合しているかどうかというのをぜひご

検討いただいて、またこの数字を見せていただければなと思いました。 

 ９ページに需要対策、供給対策、系統対策とあるわけですけれども、マスタープランで

ある程度つくるという確度が高いと決まった系統対策というのが、恐らく一番確実なオプ

ションだと思うのです。需要対策はそれぞれいろいろな事業者が本当にやるかやらないか

という話があって、不確実性が高いと思いますし、供給対策に関しては火力の最低出力引

き下げみたいな話は、既設にまで手を出さなきゃいけないとすると、それはそんなに簡単

じゃないと思うのです。ですので一番確実そうな対策は今のところ系統対策なのかなと思

うと、ここがどのぐらいきちんと機能するのかというのが今回受電可能量との関係という

のも非常に重要だと思いますので、ぜひここは丁寧にご検討いただければと思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、他の委員の方々いかがでしょうか。それでは、後

藤委員、お願いします。 

○後藤委員 

 ご説明ありがとうございました。よく分かっていないところもあり教えていただきたい

のですが、こういった数値をシミュレーションして出す目的というところが投資の予見性

を高めるといいますか、送電側、発電側も含めて将来的に投資をどのように考えていくか

というところで制約になる状況がどのような形で発生してくるのかというところが非常に

重要かと思いますけれども、そういう観点からしますと、今１パターン、２パターンとい

う形で、それからさまざまな条件も加えてご検討されているかと思いますが、このケース

を増やすといいますか、状況がいろいろと変わってくる中で、参考となるシグナルとなる

ような数値を出していく上で、少しケースを増やしていくということが可能なのかどうか、

こういった算定がどれぐらい大変なものかという労力の部分があまりよく分かっていない

面もありますので、その面も含めて教えていただければと思います。 

 ケース①、ケース②が 1.5 倍という説明がありましたけれども、例えばもっと少ないケ

ースというのを検討する必要はないのか。それについても教えていただければと思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、これも最初事務局からお答えいただいて、必要に応



じて各社ということでお願いできますでしょうか。 

○小川課長 

 ありがとうございます。後藤委員からご指摘ありました、具体的な手間のところは後ほ

どいずれかの会社さんからどれぐらいの労力というところは説明いただけるとありがたい

かなと思います。 

 ご質問のありました点、これらのケース、ここで言いますとそれぞれの対策をしていく

といったところではありますけれども、今後具体的にどういうふうにしていくのかという

のは、また検討したいとは考えております。 

 事務局からお答えできることとして、もう一点、１倍より小さいところの話は、これも

仮定の置き方なのですけれども、１倍のところは今の足元の平均、直近の基に設定してお

ります。そういった意味ではこれがそのままの伸びでいったままではありまして、ミック

スとの兼ね合いでそれよりも実際には上を目指しているという意味では 1.5 倍に振ってい

ますけれども、おっしゃっていたような足元の１倍よりも落ちるというケース、もちろん

実際には今後あり得るものではありますけれども、その場合には結果として出力制御率の

数字は落ちてきますので、事業者へのメッセージといいましょうかシグナルとしましては、

１倍というのより低いのをあえてケースとしては追加しなくてもいいかなと考えていたと

ころです。 

 事務局から以上になります。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。後藤委員、まず事務局からのお答えいかがですか。 

○後藤委員 

 安全サイドといいますか、リスクとなるようなところにフォーカスをしてということで、

コンセプトについて理解いたしました。 

○荻本座長 

 それでは、労力というご質問でしたけれども、もし計算の手法が違うということであれ

ば、複数社からどなたかお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。一番計算をやら

れてきたのは九州さんということでもありますけれども、どのような手法でどのくらいの

労力かというようなお話しいただけますでしょうか。 

○緒方オブザーバー 

 では、九州電力でございます。 

 11 月末ぐらいに算定諸元をエネ庁のほうからご提示いただいて、それでわれわれ作業を

進めます。今回、３月 14日、今日にこのワーキングになりましたけれども、もともと２月

の末に準備しておりました。 

 後藤先生のご質問に対してお答えするといたしますと、やはり月単位のオーダーをかけ

て作業はしております。算定ケースが複数ケースあるというのもございますし、計算用の

諸元をそろえるということもございますので、ですから数日とかで本当に根を詰めてやれ



ば１ケースはできるのかもしれませんけれども、複数ケースやらなければいけないという

ことからいきますと、それなりの期間が必要になっているのが現状でございます。 

 お答えこういう感じでよろしゅうございますか。 

○後藤委員 

 はい、ありがとうございます。作業の費用対効果というのもあるかと思いますので、情

報が多ければ多いほどよいという面でもないところもありますし、その辺りどのように作

業量と情報の効果とどのように考えたらよいのかというところでお聞きしたいと思ってい

ました。 

 ですので今後の方向性として恐らくケース①、ケース②という形で今作業していただい

ているところを増やしていくのかどうか、どちら方向にどういうふうにというところも含

めて、今後さらに議論がされていくのかなと思いました。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。荻本から補足で質問ですけれども、追加ケース、１ケース当た

りは今のご発言では数日というイメージでよろしいでしょうか。 

○緒方オブザーバー 

 再び九州電力の緒方でございます。荻本先生のご質問からいきますと、どのぐらいのも

のを変えるかにもよるのかなと思うので、ケースによって少し差がばらつくのかなという

感覚はございます。 

○荻本座長 

 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、他の会社さんで事情が少し違うというようなお話があれば伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。また手法が少し違うということでも結構ですけれども。ないと

いうことは、手法は九州さんと同じなのだという理解でよろしいですか。計算をどうやっ

て行っているかということですけれども。 

 分かりました。お伺いしたレベルでは同じ手法を使っているのだというご説明だったと

いうことにさせていただきます。 

 それでは、続きまして、山口委員、お願いいたします。 

○山口委員 

 山口です。ご説明どうもありがとうございました。大変な計算だったとは思うのですけ

れども、重要なことですので今後もやっていく必要があるかなと思います。計算方法をど

んどん詳しくしていくというか、利害に関わることだと思いますので、詳しくしていかな

きゃいけない一方で、後藤委員がおっしゃられるようにどこまで正確にやれば、将来のこ

とをどこまでやるのかというのは難しいところかなと思いますけれども、計算方法の見直

しだとかそういったことは継続してやっていくべきかなと思います。 

 私も個人的に全国のシミュレーションをやったりすることはあるのですけれども、条件

によっていろいろ結果が変わってきますので、そういった結果と併せて議論できるといい



のかなと思います。 

 私から些末なことの質問なのですけれども、火力発電所の最低出力についてですけれど

も、私は発電所ごとの最低出力、設備としての最低出力だと思っていたのですけれども、

スライド３のところで諸元のところに火力発電所は安定供給が維持可能な最低出力という

ふうなことが書いてありまして、以前にあったもので見落としていたのかもしれないので

すけれども、電力系統としての安定供給を維持するためのマストラン電源のようなものと

して計算しているものなのでしょうか。最低出力の設定も結構結果に影響を及ぼす重要な

ことなので確認させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。事務局からお願いできますでしょうか。 

○小川課長 

 ありがとうございます。ここは具体の考え方、基本は最低出力というところで現行おお

むね 30％、一部 50％という９ページも示しているものではあるのですが、もしかすると一

部は各社さんによってこの数字を電源によって変えている可能性もあるのかなと思うとこ

ろであります。全体としては同じものというところではあります。この辺り、先ほど九州

さんからもお話がありましたけれども、例えば九州さんとか割と低くしているのかなと思

いましたけれども、補足がありましたらお願いできればと思います。 

○緒方オブザーバー 

 九州電力でございます。山口先生のご質問に対してのお答えとしましては、火力発電所

は安定的に運転できる最低出力というのがございますので、そこを先方様とご相談させて

いただきながら、どこまで下げても大丈夫ですかということで、ここまで下げても運転で

きますというところを確認させていただきながら、シミュレーションの時はその数字を使

ってバランスを組んでいるとご理解いただければと存じます。なので火力さんによってそ

こにばらつきがあるのは事実でございます。お答えでよろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 最低出力プラス調整力を出すために少し上に上がっているということでしょうか。 

○緒方オブザーバー 

 調整力分は加味しております。荻本先生のおっしゃるとおり。 

○荻本座長 

 山口委員、いかがでしょうか。 

○山口委員 

 ありがとうございます。調整力も含めた発電所ごとのユニットかもしれないのですけれ

ども、ごとの安定出力ということで、ネットワークを考慮した安定度ということではない

ということでよろしいですか。 

○緒方（九州電力送配電） 



 どちらかといえば電源側が安定的に運転できるということでお考えいただければと思い

ます。 

○山口委員 

 慣性力も制約しているのですか。 

○緒方オブザーバー 

 一応系統につながっていれば慣性力は発揮できると思っておりますので、慣性力で幾ら

確保しているという話まで厳密に見ているわけではないです。 

○山口委員 

 分かりました。どうもありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。他の会社さんで何か事情が違うということがあればお願いし

たいですが、いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 それでは、原委員、お願いします。 

○原委員 

 各社様のご説明ありがとうございました。先ほど後藤委員からのご質問とそれに対する

九州さんからの回答に関連しての質問というか確認になるのですけれども、今回新たに受

電可能量を考慮したということで、これの算定手順についてなんですけれども、まず受電

できる、先方にしてもらえるものという前提で、いったんどれぐらいの抑制率が出るかと

いうのをシミュレーションで求め、各社さんの結果を持ち寄ってどれぐらい受け入れられ

るかというものを突き合わせた上で、再度相手にそれだけ送れる量が制約された時にどれ

ぐらいの量になるかというような２回計算しているようなイメージになるのでしょうか。

もしそうだとすると、結構これを考慮するということがかなり作業量の増加になるのかな

と思ってお伺いする次第です。 

○荻本座長 

 まずこれも事務局から最初お願いしていいですか。 

○小川課長 

 ありがとうございます。今、原委員からご指摘があったのが４ページの資料にあります

算出方法、ご指摘のようにいったん各エリアで持ち寄ったもの、フェーズ１というものか

らフェーズ２で活用量を出して、その上でもう一回回していると理解をしておりますが、

この点もできれば九州さん以外で実際にこれをやられた事業者さんに補足していただける

とありがたいです。 

○荻本座長 

 関西さんか四国さん、いかがでしょうか。 

○永原オブザーバー 

 関西送配電、永原でございます。先ほど事務局様からご説明のあったとおり、エリアご

とに余剰量を算定して、あと受け入れ可能量も出てきますので、それを持ち寄って組み合



わせて、受け入れられるだけ受け入れて、受け入れられない分は出力制御になるというシ

ミュレーションになってございます。 

○荻本座長 

 原委員。 

○原委員 

 ありがとうございました。そうすると、個社単位での検討にとどまらずに、各社間の連

携もした上で、連携というのは作業的に連携した上で評価してみなきゃいけないというこ

とで、そういう意味でも作業の工程数が増えて結構大変そうだなと思いました。そのよう

な大変な作業をしていただきましてありがとうございます。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 やはり補足の質問ですけれども、等時性というのは保存してやり直すのでしょうか、そ

れとも何かいったん平均値にするとかつぶしてからやるのかとか、その辺りはいかがです

か。 

○永原オブザーバー 

 関西、永原です。同じ時間ごとに組み合わせてやっておりますので、そういうシミュレ

ーションになってございます。 

○荻本座長 

 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、他いかがでしょうか。委員の方およびオブザーバーの方含めてお願いしたい

と思います。それでは、ＪＰＥＡの増川オブザーバー、お願いします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。私の声聞こえてますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、大丈夫です。 

○増川オブザーバー 

 毎年のことではあるのですけれども、こういった長期見通しをお示しいただきまして、

まずは感謝申し上げたいと思います。 

 全体を通しまして、昨年度に比較すると抑制量が増えている、厳しくなっているなとい

うのが全体的な感想なのですけれども、特に北海道、東北、中国、九州エリアにおいては、

なかなか厳しい結果だなというのがまず感想でございます。 

 事業者の立場から申しますと、一般論の話ですけれども、抑制量が 10％ぐらいは皆さん

確保されているのだと思うのですけれども、10％を超えてくると新規案件の開発をやろう

という事業者が相当減るのかなというようなことが実態だと思いますけれども、そういっ

た観点で見ますと、例えば北海道ですと連系線、マスタープランの増強がなされれば

100％活用でようやくゼロになるわけですけれども、活用がなければ 43％、これは風力、



太陽光合わせて、もっと大きいと思うのですけれども、抑制されると。それから、東北電

力さんにおかれても、系統対策をやっても風力、太陽光平均で 11.2％。なされないと恐ら

く太陽光だけで 15％になっていると。 

 同じように中国電力さんの場合ですと、系統対策が入っていませんけれども、平均で

13.4 ですか、太陽光だけだと 16.6 と 15％を超えていると。九州さんも系統対策、マスタ

ープランの関門連系線を増強しても太陽光だけで見ると 10％を超えているという、全部で

きてもなかなか厳しいというのが事業者から、数字だけを見ると厳しいエリアがあるなと

いうのが実態だと思います。 

 ですのでこれをどういうふうに事業者として受け止めて、自分たちの事業計画をつくっ

ていくかというのを注意深く見なきゃいけないなというのが感想の話ですけれども、ござ

います。 

 やはりこの結果を見ますと、特にマスタープランの系統増強というのは非常に重要だな

と。これをなくして北海道、東北、九州エリアにおいては、多分今後、太陽光等で新規開

発するというのは事業者ができないということをこの結果が物語っているような気もしま

すので、増強対策というのがいかに重要か、それを早くやっていただくことが事業者にと

っても今後再エネを増やしていくためにも重要かなということを感じました。 

 もちろんここに出ている以外の対策もきっと丹念に探すとあるかと思いますので、そこ

も引き続きぜひ検討を深めていただいて、もちろん需要側、供給側、系統が全部できない

こともございますし、岩船先生からご指摘があったように、受け入れ側がそれだけ受け入

れられないと達成できないということですので、プラスアルファをしっかりやらないとな

かなか再エネが入っていかないなというふうなことかと思いますので、これ以外の、もち

ろんいろいろ検討されていると思いますけれども、ぜひ引き続き検討いただいて、何とか

再エネの普及拡大にブレーキがかからないようにぜひお願いしたいなと思いました。 

 ちょっと話が長くなって申し訳ないのですけれども、例えばここに需要側対策と蓄電池

がいろいろ示されておりますけれども、ヒートポンプ給湯器、住宅用、業務用、将来は工

業用でもあり得ると思いますが、そういう熱利用の分野で電化を進めて、熱として蓄える

とかそういう対策も結構あろうかと思いますし、あとは託送料金につきましてもいろいろ

新しい制度変更等も検討されているようですけれども、本当に出力抑制が起こっている時

間帯であればもっと思い切って割り引くということも簡単な話ではない、そういう検討も

ぜひお願いしたいなとか、それから再エネ側としてはオンライン化をぜひ進めていかない

というのは当然ですけれども、今後オンライン化を進めつつ、ＦＩＰに移行がうまく進む

ことをわれわれも願っているわけですけれども、そういったことで電力仕様の統合をぜひ

加速化していただいて、そういう電力仕様の統合ができつつある電源に関しては、調整力

としても活用するようなこともぜひ検討いただいて、出力抑制が発生している時間帯であ

ればもちろん下げ調整力というのが供給可能ですし、上げ調整力というのも条件は限られ

ますけれども、上げ調整力というのも提供可能だと思いますので、その辺のこともぜひ検



討の選択肢から排除しないで検討を進めていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、出力制御に関しましては、再エネの間で、太陽光の間でオンライ

ン代理制御というのが今始まって、これは素晴らしい取り組みだと思うのですけれども、

日本においては卸電力市場がネガティブプライスというのが許容されておりませんので、

それが許容される話は別かもしれませんけれども、技術的に出力がなかなか下げるのが難

しいとか止めるのが難しい電源もあるのも承知しておりますけれども、そういった電源が

経済的意味でも他の制御されている他の太陽光との公平性の観点でどうかというのをぜひ

ご配慮いただいて、場合によってはオンラインの出力制御の対象を変動制再エネに限らず

もう少し広げるようなこともぜひ検討に入れていただけると大変ありがたいなと思いまし

た。 

 話が長くなりましたけれども、私から以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、委員に戻りまして松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 最後に挙げようと思っていたのにタイミングが悪くて申し訳ありませんでした。 

 まず、岩船委員がご指摘になったマスタープランとの関係なのですが、私の理解ではマ

スタープランは１年 365日 48コマ、それぞれのエリアごとでの需要と発電状況を考えた上

で、Ｂ／Ｃを計算していると理解していますので、連系線をつくれば当然に全て確実に使

われる、100％利用されるという想定にはなっていなかったと、合理的な、詳細な試算が

なされていると思います。 

 したがって、その意味ではマスタープランのほうの計算は今回やられたようなことは、

ある意味で考えられていたと理解していました。ただ、もし私の理解が間違っていて、マ

スタープランのほうはちゃんとできていないということだとすると、つまり連系線をつく

れば 100％必ず利用される想定にもしなっていたとすると、それはＢの部分の過大推計と

なる。念のために確認していただき、もしそうなっていないとすれば、マスタープランの

次期の改定の時には、岩船委員がご指摘のようなことはきちんと考えなければいけないと

思いました。 

 次に、今回出てきたのはあくまで推計なので、実際にこうなるか分からない。どっちの

方向にぶれるか分からない。一方でこれからの政策の必要性、あるいは対策の必要性もあ

る意味で示しているのかもしれない。太陽光発電協会からこんなに出力抑制があるのだと、

今後の投資に悪影響という点をご指摘いただいたのですが、これだけ出力抑制が起こって

くるということは、ある意味で市場価格が０円になる、今ならほぼ０円、マイナスプライ

スというのが認められるようになれば、マイナスプライスになるところは、出力抑制が起

こっていないところでも起こり得ることも考えると、かなり拡大し、蓄電池などの投資を

促す。 

 さらに、もし例えば蓄電池だとかで調整力というのを適切に供給できれば、最低出力の



ある火力に依存しなくてもよくなる。そうなればその分だけ当然出力抑制も減らせる。 

 蓄電をしながら調整力を供給するというのは、ある意味で原理的に非常にたやすくでき

るはずだと思うのですけれども、三次調整力②に対応するものだったら、今余っていると

いう想定の下で充電しているものを本当に需給が厳しくなったら止めるというだけのこと。

充電の仕方というのを周波数に合わせることができれば、一次調整力だって供給できるの

で、そういうようなものがより合理的に、無理やりプッシュするということではなくて、

合理的な市場メカニズムの下でよりたくさん入ることになれば、今回の想定は緩和する方

向に向かうことだって十分ありえる。 

 そのようなことを妨げてしまうさまざまな弊害を取り除きながら、そういうものがこれ

から入ってくることは期待がとても大きいし、今回のメッセージもそういう可能性が十分

あるので、つまり出力抑制の時間帯がそれなりの時間になるということがあるということ

は、逆に言えばそのような電気を利用するというチャンスだというようなことも同時にメ

ッセージとしていろんな形で伝わっていくといいなと思いました。 

 さらに、これも指摘があったところですが、ネガティブプライスを認めるかどうかとい

うことについては、いろいろな意見があると重々承知していますが、そのような今後の投

資に厳しいという見方があるということは、逆に言えばネガティブプライスを認める必要

性がさらに明らかになったということでもあると思います。ぜひそちらのほうでここの系

統ワーキングの課題ではないことは重々承知していますが、関連していることですので、

オールエネ庁でネガティブプライスを導入できないかという検討を加速していただければ

と思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ご意見ということでよろしいですかね。それでは、岩船委員、

お願いします。 

○岩船委員 

 今、私の発言に関してコメントございましたので。私はマスプラの連系線ができれば

100％活用されるとは言っておりませんし、そうも思っておりません。ただ、連系線が増

強されると、かなり再エネ抑制量が減るという試算だったと思いましたので、そことの整

合が取れているかご確認していただきたいと申し上げただけです。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。これはご質問に近いと思うのですが、事務局、場は違いますけ

れども、何かコメント頂けますか。 

○小川課長 

 ありがとうございます。最初、岩船委員からのご質問は、まさにこのシミュレーション

における 100％活用のところが受電可能量を考慮すると違ってくるというご指摘でありま



したので、その点はそうですというところであります。 

 一方で、松村委員がおっしゃったところはまさにそうでありまして、マスプラのほうは

24 時間 365 日のシミュレーションをしていますので、連系線 100％を仮定しているもので

はない。どちらかというと今回のものはそれぞれの各エリアに全体最適というより、それ

ぞれのエリアベースで、あと感度分析ということで単発でいろいろな対策をしたらどうな

るか、それで見ている。マスプラは全部同時に見ておいて、まさに全体最適でやっている

という違いがあります。 

 その上で松村委員からもご指摘ありました、今いろいろなパッケージ、それから増川オ

ブザーバーからもありました個々の対策で見るといろいろ効果が限られるというのはある

かもしれませんけれども、これらをトータルですることで、全体の制御率を抑えていくと

いうところで取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。今のお答えでよろしいでしょうか。岩船委員、よろしいです

か。 

○岩船委員 

 いいと思うのですけれども、今回のやり方である以上、仕方ないとは思うのですけれど

も、本来はやはり全国の発電所、連系線を見ながら、再エネが増えていった時に出力抑制

量どうなるみたいなシミュレーションもＯＣＣＴＯのようなツールがあれば恐らくできる

はずなので、本当はそこが一括で解けて、情報として発電事業者さんに示されることが本

来は望ましいかなと思います。 

 コメントです。以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、オブザーバーに戻りまして、風力発電協会の鈴木オ

ブザーバー、お願いします。 

○鈴木オブザーバー 

 鈴木です。ありがとうございます。私のほうからはちょっと細かい点で申し訳ありませ

んが、この後、後半、３番目のテーマでならし効果の検討といった意味での調整力の確保

の検討がなされている報告がございますが、この後の検討した結果というのは、今回の事

務局の資料１の長期出力制御見通しにはある程度反映されているのでしょうか。計算のス

テップがまだよく理解していなかったものですから、あるいは自動的に入っているのだが、

その効果は薄いということなのかという辺りについてご解説いただければありがたいなと

思いました。よろしくお願いします。 

○荻本座長 

 それでは、北海道電力さん、いかがでしょうか。 

○木元オブザーバー 



 北海道電力ネットワーク、木元でございます。ご質問ありがとうございます。ただ今ご

説明申し上げた結果はあくまで需給上の観点ということでございますので、後ほどご説明

させていただきます変動に関するものは織り込んでいないということでご理解いただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○荻本座長 

 ということは、調整力を評価すると増える可能性があるということですか。 

○木元オブザーバー 

 出力変動に関する調整力という観点は織り込んでおりませんので、それを入れると増え

る可能性はあるということでございます。 

 以上です。 

○荻本座長 

 鈴木様、いかがでしょうか。 

○鈴木オブザーバー 

 分かりましたが、いずれにしろこの後の３番目のテーマの後にまたご意見を頂ければと

思いました。その時にもう一度手を挙げさせていただきます。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、火原協、中澤オブザーバー、お願いします。 

○中澤オブザーバー 

 火原協、中澤です。本日ご説明ありがとうございました。大変な計算だったと思います

が、どうもご苦労さまでした。 

 それで今日お話を聞いていての感想なのですけれども、今回は出力抑制に関するシミュ

レーションだったので、当然火力の最低出力を下げれば効果があるというのはある意味単

純な計算ではないかと思います。一方でこれも委員の先生からもお話がありましたが、火

力の役割は余剰があった時は出力を下げますが、逆に天候が急に曇った時などに出力を上

げなきゃいけないという上げの準備をしておくということを火力発電所のほうでは意識し

て対応しているということです。 

 その辺につきましては、多分今回のシミュレーション上でも考慮されているのだと思い

ますけれども、今回の話にあったように、今後対策をしていく中で火力の出力を下げたこ

とによって、上げる側の余力がなくなってしまうようなことが無いことはちゃんと検討し

ていただきたいし、その場合にはこれも電力さんから話があったように、しっかりと発電

事業者に設備がどうですかということを聞いていただけるようにした方が間違いがないと

思いますので、今後の検討に当たってはその辺についても考慮いただきますようお願いい

たします。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ご要望ということで承っておきます。他いかがでしょうか。よ



ろしいですか。 

 

○荻本座長 

 それでは、後半の議題ということで、系統連携に関する各地域の個別課題についてとい

うことで、事務局から資料３－１の説明をお願いいたします。 

 

【資料３－１】北海道における再エネ導入拡大に向けた調整力制約への対応［事務局］ 

○小川課長 

 それでは、資料３－１であります。まず本日のご議論、２ページ目にあります。この後、

北海道電力さんからご報告いただいた後、①、②、③、平滑化効果、それから出力制御の

扱い、変動緩和要件などについてご議論をいただきます。 

 それで次の３ページのところに今回北海道さんからご報告いただく内容、昨年のワーキ

ンググループにおいて平滑化効果のところの見方のところ、シミュレーションの精緻化が

必要というご指摘がありました。これについては一次および二次①の調整力でありますけ

れども、２つ目のポツにありますように、ＮＥＤＯにおきまして調査を行ってきて、その

結果が報告されております。今回、北海道さんにおいてはこれを基に平滑化効果を算定し

たというものになります。 

 事務局、冒頭以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、引き続いて北海道電力ネットワークから資料３－２

の説明をお願いします。 

 

【資料３－２】北海道における調整力に関わるシミュレーション結果について［北海道電

力ネットワーク］ 

○木元オブザーバー 

 北海道電力ネットワーク、木元でございます。資料３－２につきましてご説明させてい

ただきます。 

 スライド２をお願いいたします。本日のご報告内容でございますけれども、昨年７月の

第 40回の系統ワーキングにおきまして、風力発電の追加導入量に応じました将来の調整力

必要量をシミュレーションしてご報告申し上げました。その結果が左下ということでござ

いますけれども、その際平滑化効果等を反映することにより、さらなるシミュレーション

の精緻化を図るということがご提案いただいたということでございます。 

 具体的に申しますと、右下に表がございますけれども、平滑化効果、変動抑制効果、あ

と解列枠、風力実証、こういったものを反映するということでございました。この反映し

たシミュレーションの結果をご報告させていただくということでございます。 

 次のスライドをお願いいたします。シミュレーションの検討条件でございます。下に図



がございますけれども、前回は風力の設備に基づいて、2021 年度実績ということで予測誤

差 30 分内変動、10 万ｋＷというのはイメージですけれども、風力が増えた時、３倍、５

倍になった時に、さらなる平滑化効果を見ないで、設備が３倍、５倍になれば予測誤差も

３倍、５倍になるということを前回ご説明させていただいておりますけれども、繰り返し

になりますが、それに平滑化効果ですとか出力制御の場合の変動抑制、あと解列枠といっ

たものを反映するというものが今回ご説明する内容になります。 

 次のスライドをお願いいたします。まず、平滑化効果の反映でございます。左下に北海

道地図と風力サイトが点で記載してございますけれども、現在北海道エリア約 58万ｋＷの

風力発電が連系されておりまして、図で分かりますように日本海側に多く立地していると

いうことでございます。 

 これに対しましてＮＥＤＯ様の委託調査事業の一環として、風力発電の平滑化効果によ

る調査が実施され、その検証結果が２月に公表されたというところでございまして、右下

にその結果がございますけれども、今回のシミュレーションではこの報告の提案に従いま

して、年間で変動が最大となる 11月の近似式を代表する曲線として採用して、今回シミュ

レーションしてございます。 

 次のスライドをお願いいたします。前ページでご説明しました結果を適用した場合の平

滑化効果につきまして、下の表に記載してございます。例として一次のところでご説明さ

せていただきますけれども、現在の連系量 58万ｋＷに対しまして、例えば 100万ｋＷ増え

て 158 万ｋＷになった時、表の右側にございますけれども、設備容量は 2.7 倍になります

けれども、平滑化を考えると変動は 1.7 倍になる。同様に黄色く色掛けしているところ、

558万ｋＷになった時には、設備容量は 9.6倍になりますが、変動は 3.2倍ということで、

かなり変動が抑制されるという結果が得られているということでございます。 

 ただしということで、ポツの３つ目に書いてございますけれども、この平滑化効果につ

きましては、同程度の規模の風力が北海道エリアに偏在することなく連系した場合という

ことを前提条件にしておりますので、例えば今後想定されます洋上風力のように、大規模

風力が１カ所に連系するような場合には、ここまでの平滑化効果が期待できないと考えて

ございます。 

 それから、ＮＥＤＯ様の検証結果のまとめ資料では、二次の②、それから三次の①の予

測誤差につきましては、平滑化効果の対象外となっておりますので、今回のシミュレーシ

ョンにおきましてもそのような扱いをしているということでございます。 

 次のスライドをお願いいたします。平滑化効果の具体的な反映方法、下の図に記載して

ございます。まず、風力の調整力必要量と太陽光、需要変動の調整力必要量をまずデータ

を分けてございます。風力の導入拡大に伴う調整力の必要量ということを先ほどの５スラ

イドのデータを用いまして算出し、その後再度太陽光、需要変動の調整力の必要と合算し

まして統計処理し、各月、各ブロックの調整力の必要量を算定しているということでござ

います。 



 次のスライドをお願いいたします。次に変動抑制効果の反映でございます。下に図がご

ざいまして、30分内変動と予測誤差を分けて考えてございます。30分内変動につきまして

は、ゲートクローズ時点で予測されます火力分担負荷が北海道では火力の最低台数３台と

いうことで考えてございまして、この最低出力を下回るコマにつきましては、出力制御が

必要というふうに判定してございます。出力制御が不要なコマは、残余需要で調整力必要

量を算出、これはこれまでどおりでございます。 

 図がございますけれども、出力制御がない時間帯につきましては、残余需要変動を取っ

てございまして、出力制御がある場合には需要変動のみということで、風力の変動を見な

いということでシミュレーションしてございます。ただ、実際には出力制御が必要なコマ

であっても、再エネ変動が発生する場合がございますけれども、今回はそこまでシミュレ

ーションに取り込むことが困難でしたので、このような扱いをしているということでござ

います。 

 それから、右側の予測誤差でございますけれども、下に図がございます。ゲートクロー

ズ時点で予測される火力分担負荷が先ほどと同様ですけれども、最低出力を下回るという

場合には出力制御が必要ということで判定し、下の図の上、出力制御値を上回る場合には

出力制御値で固定されるという扱いにしまして、出力制御が必要なコマについては再エネ

の予測誤差を０ということで扱ってございます。出力制御に伴う変動抑制につきましては

このような考え方を取ってございます。 

 次のスライドをお願いいたします。次に解列枠でございます。北海道エリアにおきまし

ては、調整力として期待できる火力発電機の並列台数が３台以下の場合、解列するという

ことを条件に連系いただいている風力発電所が２カ所、計 5万ｋＷございます。 

 本シミュレーションで火力の並列台数が３台以下となる時間帯には、一次から三次①の

それぞれの必要量に係数を乗じて、解列枠相当の調整力必要量を減少させているというこ

とでございます。 

 具体的には小さい字で恐縮ですけれども、※のところ、例えば 100 万ｋＷの場合は、解

列枠除きの風力設備量 153 万ｋＷ、エリアの風力導入量 158 万ｋＷということで、97％の

係数を掛けているという形になります。以上、解列枠でございます。 

 次のスライドをお願いいたします。風力実証の扱いでございます。下に図がございます

けれども、風力実証につきましては、前日予測の分を卸電力市場のほうに拠出していると

いうことでございます。ゲートクローズから実需給の間の差につきましては、北海道エリ

アの調整力を活用してございまして、東京エリアには前日予測から１時間前までの予測誤

差に相当する分を東京エリアの調整力を活用させていただいており、これが三次の②に相

当するということでございます。ということでございますので、短周期変動の一次から二

次の①、それからゲートクローズ時点での予測と実績の差、二次の②と三次の①につきま

しては、北海道エリアの調整力で対応しているということになりますので、一次から三次

の調整力の必要量を算定する今回のシミュレーションにおきましては風力実証ということ



で、特別な考慮は不要だと考えてございます。 

 次のスライドをお願いいたします。以上を踏まえまして、精緻化項目のまとめというこ

とになりますけれども、平滑化効果、変動抑制効果、それから解列枠ということで、①、

②、③ということで、シミュレーションに反映させるということでございます。平滑化効

果と変動抑制効果につきまして、変動抑制している時に同時に平滑化効果をシミュレーシ

ョンに反映させるということがちょっと難しかったものですから、下の図になりますけれ

ども、平滑化効果と解列枠を考慮したもの、それから変動抑制効果と解列枠を考慮したも

のということで、これは各月、ブロックごとに比較しまして、必要な調整力が小さいほう

というものを今回、調整力必要量ということで算定させていただいております。これが一

次と二次の①の扱いでございます。 

 それから、予測誤差に相当する二次の②と三次の①につきましては、平滑化効果の対象

外ということで、変動抑制効果のみの結果を採用しているということでございます。 

 続きまして、スライド 11 をお願いいたします。スライド 11 がシミュレーションの試算

結果ということでございまして、左側が今回の試算結果、それから右側が参考に前回ご説

明させていただいた試算結果ということでございます。グラフと表と両方記載してござい

ますけれども、前回報告した結果と比べますと、必要調整力がかなり減少しているという

ことでございます。特に一次と二次の①が平滑化が進むということで、小さい数字になっ

ているということでございます。 

 それから、今回の結果につきまして、追加 400 万ｋＷから 500 万ｋＷに増える際、グラ

フで見ても必要量の増加がかなり鈍化しているということでございまして、ここは再エネ

の出力制御が主に効いているということでございます。 

 二次の②におきまして、300 万ｋＷから 400 万ｋＷの追加の時に、かなり必要量が増え

ておりまして、逆に 400 万ｋＷから 500 万ｋＷに行く時に、必要な調整力が減少している

ということが結果として得られてございます。ここにつきましては、12 スライド、次のス

ライドで少しご説明させていただきたいと思いますけれども、左の図になります。風力

300 万ｋＷから 400 万ｋＷに移る時に出力制御が発生しまして、三次の①が減少して、二

次の②が増えたということで、追加 400 万ｋＷの時に二次の②がかなり増えたというよう

な結果になったということでございます。 

 次に 500 万ｋＷまで増やした時には、二次の②の必要量が発生した時も含めて、出力制

御により変動抑制がかかったということで、500 万ｋＷになった時には二次の②が逆に減

少したということで、普通では出てこないような結果がちょっと得られたんですけれども、

それについては今ご説明させていただいたようなことが要因になっているということでご

理解いただければと考えてございます。 

 続きまして、スライド 13ページをお願いいたします。供出可能な調整力を試算している

ものでございます。火力につきましては、火力分担負荷に応じて運転火力ユニットを増や

していっているということ、それから揚水発電につきましては、可変速を２台、混合揚水



を３台、それから蓄電池につきましては、南早来変電所に設置してございます大型蓄電池

1.5 万ｋＷを一次調整力に計上しているということでございます。これが供出可能な調整

力の試算の条件という形になります。 

 14スライド、次のスライドをお願いいたします。 

○小川課長 

 事務局です。もう一回映し出すのに時間がかかるので、ご説明よろしければ続けていた

だけると。 

○木元オブザーバー 

 はい、分かりました。図がございませんけれども、14 スライドでは調整力必要量の評価

ということでございます。調整力ごとに各月のブロックごと、時間ごとの調整力必要量を

示してございます。今ご説明させていただきました精緻化項目の反映によって、調整力必

要量がかなり減少してございまして、前回ご説明の時と比べて調整力が不足されていると

いうブロックが少なくなっているということでございます。14 スライドが今のご説明にな

ります。 

 次のスライドをお願いできますでしょうか。15 スライドですけれども、需給調整市場に

おけます各月の商品ブロックごとの調整力必要量の過不足状況を示してございます。字が

小さくて恐縮でございます。黒い数字が調整力の余力を示してございまして、赤く塗って

いるところ、また赤字でマイナスの数字を記載しているところは調整力が不足していると

いうことを示してございます。 

 追加導入量が 200 万ｋＷのところは、軽負荷期、春秋の昼間帯のみとなってございます

けれども、追加導入 300 万ｋＷのところは、季節、時間帯に関係なく、ほとんどの時間帯

で調整力が不足しているという結果になってございます。 

 まとめでございます。16 スライドをお願いいたします。上の２つは先ほどお話ししたと

ころでございます。シミュレーションの精緻化を図り、調整力必要量の増分というのが精

緻化前と比べてかなり減少したということでございます。 

 一方、繰り返しになりますけれども、今回適用した平滑化効果が期待できるのは、風力

が偏在することなく連系した場合が条件となりますので、今後洋上風力等の大規模風力が

１カ所に集中し連系する場合には、平滑化効果がここまで見込めないということになりま

すので、調整力必要量は増加するという形になりますので、大規模風力等実績が出てくれ

ば、またシミュレーション等の見直しが必要であると考えてございます。 

 それから、調整力必要量につきましては、2021 年度の実績のみでシミュレーションして

おりますので、また実績によっては変動が増加する結果が得られるということも考えられ

ますので、今回のシミュレーションにつきましては、一定の前提条件、仮定を設定した上

でということでご理解いただきたいということ。実運用におきましては今回の評価どおり

に調整力を確保できない場合があるということにつきましてもご了承いただければと思い

ます。 



 それから、安定供給確保に必要なセーフティーネットといたしまして、調整力が不足す

る場合には自然変動電源を出力制御するということが必要になりますので、こういったと

ころの制度設計についても引き続きご検討いただければと考えてございます。 

 それから、最後になりますけれども、再エネポテンシャルが大きい北海道エリアに、今

後、余剰風力と風力発電が大量に連系されることが想定されますけれども、調整力費用が

増加していくということで、特定エリアにその負担が偏ることがないよう、以前、大量導

入小委で整理されてございますけれども、そういった面につきましても、引き続き費用負

担についてご議論いただければと考えてございます。 

 報告につきましては以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、事務局から資料３－１の続きをお願いいたします。 

 

【資料３－１】北海道における再エネ導入拡大に向けた調整力制約への対応［事務局］ 

○小川課長 

 それでは、資料３－１でまず４ページ目になります。こちらは今し方北海道さんから報

告があった内容、前回の右のグラフから今回左下というところでありますので、ご説明は

割愛いたします。 

 続きまして、資料スライド５ページになります。論点②－１になります。調整力不足の

時の出力制御の在り方というところであります。これにつきましては、昨年９月の電力広

域機関での専門委員会におきまして、需給調整市場で必要な調整力を確保できなかった場

合の対応ということで整理がなされております。電源の追加起動というところであります

ので、これによって必要な調整力が確保されるというところであります。 

 ただ、それでもなお調整力が不足する場合ということで、電源の追加起動に間に合わな

い、それ以上ないといった時には、調整力の確保された量を前提として変動再エネを抑え

ていくという形で、需給バランス調整が行われるというところでございます。 

 その際ということで３つ目のポツにあります火力、バイオマスなどは、前半のご議論で

ありました通常の需給バランスにおきましては最低出力まで下げられるというところであ

りますけれども、調整力が足りない場合には、必要最小限の範囲で限る必要がありますけ

れども、必要な出力を維持する、最低出力まで引き下げない。これも前半少しご質問との

関係でやりとりがありました。そういった形で最低出力よりもちょっと上で持っておくと

いうような運用を認めることとしてはどうかというところであります。 

 なおということで、変動再エネが余剰とならない時に調整力が不足する状況というのは、

今の電源の状況などからすると想定されないのですけれども、将来的にはあり得ないわけ

ではないというところでありまして、そういった状況が生じると考えられる場合には、改

めて出力制御についての検討を行うというふうに整理したいというのが②－１になります。 

 続きまして８ページ目、こちらは②－２になります。対象となる電源というところであ



りまして、ここは既にこれまでもご議論いただいています既存電源、新規電源の公平性と

いうところでありまして、調整力不足に対応する制御分については、変動緩和要件の撤廃

時点以降に接続検討を行う電源が対象になると考えられます。 

 具体のやり方というところで言いますと、最後のポツに記しているような変動緩和要件

撤廃以降の接続検討受け付けにつきましては、同意書、今ノンファームでやっているよう

なものになりますけれども、仮に調整力不足が生じた場合には、出力制御の対象になると

いうことを条件としての接続というふうにしていってはどうかというところであります。

この点は論点②－１、１つ前でもありました。今の時点ですぐそういうのが想定されるわ

けではないのですけれども、仮にそうなった場合にはという条件付けになります。 

 以上を踏まえまして、具体のスケジュール、10 ページ目になりますけれども、既に７月

からということで一度整理しております。具体のところ、今回のシミュレーション結果を

踏まえて、当面は調整力不足が生じる断面はないというところで、予定どおり今年の７月

１日から変動緩和要件を不要とした接続検討の受け付けを開始することとしてはどうかと

考えております。 

 具体の受け付けのところ、申し込みの集中も想定されるということでは、７月１日を待

たずに北海道さんのほうで準備ができ次第、申し込み書類の内容の協議を開始すると。早

ければ４月中と記しているところであります。こういった形で円滑に進めていければと考

えております。 

 最後、11 ページ、論点③－２ということで、こちらも蓄電池募集プロセスの残りの部分

については、基本的に取りやめの方向ということで既にワーキンググループでも整理いた

だいておりますけれども、今回の整理を踏まえまして、３つ目のポツにありますけれども、

Ⅰ期残りの容量の募集というのを最後としまして、Ⅰ期の残り、そしてⅡ期については正

式に取りやめることとしてはどうかと考えております。 

 事務局からのご説明は以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、ただ今のご説明に関してご意見、ご質問等をお願

いいたします。まずは委員の方、馬場委員、お願いします。 

○馬場委員 

 ご指名いただき、ありがとうございました。また、丁寧にご説明いただき、感謝申し上

げます。非常に大変な計算だったと思います。どうもありがとうございました。 

 北海道電力さんの 11枚目のスライドを拝見すると、前回のご報告での結果と比較すると

平滑化効果及び出力抑制による変動抑制の効果が大きく、必要な調整力の量を大きく低減

可能であることが分かり、このような効果を含めて検討をする必要性を強く感じました。 

 ただ、今回の検討は現状の北海道内部の需要などのみを考慮して計算されており、追加

で再エネを 200 万ｋＷ程度というのは、2030 年時点近傍で考えられる最大の想定であると

思いますが、さらに風力の追加の連系量があること想定をする場合、マスタープランで考



えられている直流の増強が行われた場合も検討する必要があると思います。 

 そのような場合、直流連系線は制御で電力潮流を制御出来てしまうので、変動分だけを

北海道に残して、平滑化された電力を遠くに輸送するような下手な使い方をされると大変

なことになってしまうと思います。 

 下手な直流送電の使い方をすると、出力抑制による変動抑制効果が効かなくなり、もっ

と変動が大きくなる可能性も考えられると思います。このような意味で直流の連系線をど

う有効に活用するのかもよく考えないといけないと、この結果を拝見し思いました。 

 多分、まだ時間があるので、変動成分だけを北海道の中に残し、送電先は知らんぷりと

いうことがないようにし、再エネの変動分の補償をどう公平に分担していくのかも考えて

いく必要があると思いました。 

 それから、事務局の資料では調整力が不足するような事態は考え難いが、万が一の場合

のプロセスを整理していただきまして、ありがたく思っております。これで十分かどうか

は分かりませんが、一応お守りで考えておくことは重要であると思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ご質問はなかったように思いますので、事務局から何かこの段

階でございますでしょうか。 

○小川課長 

 特にありません。馬場委員からご指摘ありました直流送電の使い方のところ、まさにこ

れからの検討、課題だと考えております。ありがとうございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 まず、事務局の提案は全て合理的だと思いますので、全て支持します。このとおりにや

っていただければ思います。 

 北海道電力が示してくださったスライド 16が今回の委員会にとってだけでなく、一般に

重要なことが書いてあると思います。全くもっともなことを書いていただいたと思います。 

 最後から２番目のポツですが、これは全くそのとおりで、今回の文脈では事務局案でこ

れに対応することを示していると思いますので、事務局案どおりに行けばこれに対応した

ことになると思います。これに限らず本来は安定供給に大きな支障がある時には、ある意

味でオールマイティというと変なのですけれども、ネットワーク部門はどんな命令でも発

電事業者に出せる立て付けになっていないと、本来本当に困った時に対応できないし、実

際に制度上もそうなっていると思います。 

 今回出てきたものは、具体的に予想されるものについては、そういうところに行かない

ようにあらかじめちゃんとルールを定めておくということで、今回適切に整理していただ

いたのだと思います。今後も同様の問題は次々と出てくると思います。そのたびに今回の



ように指摘していただければと思います。 

 最後の点も重要だと思うのですが、再エネを大量に導入する時に、大量に導入した地域

の負担が増えるのは本来的におかしい。これは日本全体のために再エネを一定程度入れる

ということで、ポテンシャルが大きかったところに負担が大きくなるというのは、今回の

件に限らずそもそもおかしい。これは日本全体で支えていくべきものだと思います。 

 連系線、あるいは地内の送電線などに関しては、徐々にそういう考え方が入りつつある

と思いますが、それ以外にもいろいろなコストがかかり、それが本来地域の利益というこ

とではなくて、第一義的には日本全体の利益だという時に、その負担をどうするのかとい

うことを、今回の件も重要ですが、これ以外の件も含めて今後この視点を持って考えてい

かなければいけないと思います。ご指摘ありがとうございました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。それでは、原委員、お願いします。 

○原委員 

 私のほうも今ご説明いただきました内容ならびに事務局様から頂きました論点につきま

して賛同するところであります。 

 また、北海道電力さんのほうからご説明いただきました資料にもありますように、今回

の必要な調整力のエスティメートは、ある意味ある前提条件に基づいた外挿的な評価にな

っていますので、またいろいろな前提が崩れてくると、その数値自体も多いほうか少ない

ほうか問わず変わってくるものかと思いますので、今後の導入増に併せて状況を常にウオ

ッチしていただきながら、将来に向けた評価というものを継続的にやっていただくことが

重要かなと思いました。作業としては大変かと思いますけれども、予見性を確保するとい

う意味では重要なポイントかと思いますので、引き続きのご対応いただければと思います。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ご意見ということでよろしいかと思います。 

 それでは、ＪＰＥＡの増川オブザーバー、お願いします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。今回の調整力の精緻化、必要な調整力につきましても大変分か

りやすく解説していただき、ありがとうございました。 

 私のほうから１点質問と１点コメントがあるのですけれども、北海道電力さんの資料の

10 ページ目、これだけじゃないのですけれども、精緻化の項目として平滑化効果というこ

とで、風力だけじゃなくて太陽光と風力を組み合わせた場合というのも平滑化効果という

のはあると思います。それも含まれているのだろうなと理解しています。その確認が１つ

と、それから②の変動抑制効果、解列、これも効果としては大きいんだなというふうに改

めて認識しました。 



 この点に関しては、変動性再エネに抑制された場合に、変動が利用成分が小さくなると

いうことでそのとおりだと思うのですけれども、これにつきましては二次の②、三次①の

影響がここで述べられていますけれども、教えていただきたいのは三次調整力②に関して

は全く影響がないのか。極端な例を申しますと、例えば 100％出力制御、抑制するという

ことが起これば、予測誤差というのは基本的になくなるというふうに理解しているのです

けれども、予測誤差に伴う調整力、三次調整力②に関しても、こういった変動性再エネの

抑制されている時というのは影響があるのかどうかというのを教えていただければと思い

ます。これが質問でございます。 

 それから、事務局さんの資料の５ページ、調整力不足による出力制御の在り方、これは

松村委員からも話がありました。私の認識としては、広い意味では下げ調整力が不足する

場合というのは出力抑制が発生する。九州エリアさん、それ以外のエリアでもそうだと思

うのですけれども、調整力が足りなくて抑制するというのは、今でも広い意味では実施さ

れているのかなという認識です。 

 北海道エリアさんの場合は、蓄電池の募集とかあったので、少し特殊なのかもしれませ

んけれども、広い意味ではそれは当然のことかなというふうに認識しているというのがコ

メントでございますし、それにつきましても必要に応じて再エネ側としても対応する必要

があるかなと思っております。これについてもオンライン制御化というのが今後重要にな

ると思いますので、その辺も送配協さんと一緒にいろいろ活動も含めてやってまいりたい

と思います。 

 以上でございます。よろしく思います。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、ご質問に関して北海道電力さんからお願いできます

でしょうか。 

○木元オブザーバー 

 ご質問ありがとうございます。 

 まず１点目の風力と太陽光の平滑化というところでございますけれども、今 10スライド

出していただいておりますけれども、６スライドをまずご覧いただいたほうがよろしいか

と思います。風力と太陽光・需要変動とをここで同じ時間で重ね合わせておりますので、

そういった中で風力と太陽光の平滑化は考慮されていると考えてございます。 

 それから、２つ目、三次の②につきましては、今回三次の①までが対象ということで、

今回検討対象外ということではありますけれども、出力抑制されれば予測誤差自体も小さ

くなるということになるかと思いますので、そういった意味で繰り返しになりますが、出

力抑制発生すれば、三次の②の必要量ということにつきましても減るという形になるのか

なと考えてございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○増川オブザーバー 



 ありがとうございます。よく分かりました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、鈴木オブザーバー、お願いします。 

○鈴木オブザーバー 

 ありがとうございます。ＪＷＰＡの鈴木です。 

 事務局さん、それから北海道電力さんに細かい平滑化の検討いただきまして、大変あり

がとうございました。また、先ほどの１個目の質問の続きにもなるんですが、いわゆるペ

ージで言うと 14、15ページというのが調整力不足になる評価をしていただいたブロックの

表になっているわけですが、その中身から見て出力制御量が 2031年の断面の長期見通しと

いうことになったので、400万ｋＷ～500万ｋＷ入るというところを前提にした数値になっ

ているのかもしれませんので、かつそうなると出力制御することで調整力不足に対応する

ということも条件に入ってきているので、何が中心で出力制御が増えているのかなという

のが一義的には言えないかもしれません。 

 ただ、今後 2030年ぐらいまでの間において、先ほど委員の先生からもありましたけれど

も、200 万ｋＷないしはプラスアルファと入っていく中では、必要調整力は若干なりとも

改善する方向にはなっているというのはある程度明確になったのかなと思いますので、そ

ういうところというのは具体的に制御見通しのところにどんな形で反映されるようになる

のかなという見通しを北海道電力さんのほうにお聞きできればと思いました。 

 それからもう一点は、松村委員のほうからもありましたが、最後のまとめの表の下から

ポツ２のところの電力の安定供給確保に向けた調整力不足の自然変動電源の出力制御に対

する制度設計というところで言うと、やはり将来的に変動再エネの出力制御を積極的にや

らなければいけないという流れかなと思いますので、海外でも進めているような調整力の

ネガティブプライス制度というのもぜひ検討に努めていただければと思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、北海道電力さん、いかがでしょうか。 

○木元オブザーバー 

 ご質問ありがとうございます。今ご質問いただきましたとおり、200 万ｋＷぐらい追加

で入ってきますと、調整力が不足するということが将来的に想定されるというところでご

ざいます。これに対する調整力確保というご質問だったかと思いますけれども、今北海道

エリア内に蓄電池を設置されたいという事業者さんも出てきていらっしゃいますので、蓄

電池の活用ですとかそういったところが今日ご説明しました火力ですとか揚水といったも

の以外で考えますと、有力なのは蓄電池の事業者さんが入っていらっしゃるというところ

かなと考えてございます。今はっきりしたお答えをできなくて申し訳ないのですけれども、

今想定される中ではそういった形での調整力の確保かなと考えてございます。 

 そういったお答えでよろしかったでしょうか。 



○荻本座長 

 今回の必要量の低下が長期見通しの算定に入るかというご質問もありましたがいかがで

しょうか。 

○木元オブザーバー 

 すみません。先ほどの下げしろのところと今回の調整力の話の合体というお話かなと思

いますけれども、先ほど九州電力さんからもこのシミュレーションがかなり大変だという

お話があり、今回の両方合わせるとなると、なかなか正直言って難しいシミュレーション

になるかなと思ってございますので、どうやって検討するかといったところも含めて、ご

相談させていただきながら進めさせていただければなと考えてございます。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 鈴木様、いかがでしょうか。 

○鈴木オブザーバー 

 ありがとうございます。確かに非常に大変だと考えておりましたので、ぜひ前向きに制

御率の低減に向けた対応について引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私から気付きの点があるのですけれども、出力制御している時の変動とか予測誤差のと

ころで、出力制御が一律で行われている状態と風力だと、ＰＶもそうですけれども、１カ

所ずつ出力制御が行われる場合では、結果がだいぶ違うはずだと思っています。もしかす

ると今回の計算って一律制御的な感覚で処理をされているような気がしていて、その場合

は必要量の低減が大きいほうに答えが行っている可能性があると思うのですが、この点は

いかがでしょうか。北海道さん。 

○木元オブザーバー 

 ご質問ありがとうございます。今ご指摘いただきましたとおり、出力制御につきまして

は一律制御のイメージで今回検討してございます。輪番的にやる場合と出力変動の抑制効

果というのは違いが出てくるというのがご指摘のとおりかなと考えてございます。 

 変動につきましては、輪番で制御したほうが変動の抑制効果というのは高いという形に

なろうかなと思ってございます。このようなお答えでよろしかったでしょうか。 

○荻本座長 

 いろいろ解析が難しいところだと思いますけれども、必要量を確保できるようにやり方

を考えていただければよいかなと思っています。 

 それでは、全体を通していかがでしょうか。よろしいですか。 

 

３．閉会 



 

○荻本座長 

 それでは、まとめをさせていただきます。本日も本当に熱心なご議論ありがとうござい

ました。本日のワーキンググループではまず再生可能エネルギー出力制御の長期見通しに

ついてということで、各社で算定結果や低減対策の効果について説明を頂きました。また、

低減対策の進捗についてご報告いただきました。頂いた意見を踏まえて、引き続き出力制

御低減に向けた取り組みを進めていただければと思います。 

 それから、後半、系統連系に関する各地域の個別課題について、北海道における再エネ

導入拡大に向けた調整力制約への対応ということに関しまして、北海道電力ネットワーク

より調整力必要量に係るシミュレーションの精緻化についてご報告いただき、変動緩和要

件の撤廃に向けた幾つかの論点についてご議論の上、了承いただいたと考えます。引き続

き必要な取り組みを進めていただければと思います。 

 以上で第 45回系統ワーキンググループを閉会といたします。どうもありがとうございま

した。 

 

 


